
箱崎キャンパス跡地利用協議会 設置要綱 

 

（名称） 

第１条 この会は、箱崎キャンパス跡地利用協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、九州大学箱崎キャンパス跡地利用将来ビジョン及び跡地利用計画の実現のた

め、九州大学箱崎キャンパス跡地（以下「箱崎キャンパス跡地」という。）の利用に関して、必

要な事項を連絡、協議することを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、箱崎キャンパス跡地にかかる以下の事項について、協議を行う。 

 （１）土地利用に関する事項 

 （２）都市基盤整備に関する事項 

 （３）まちづくりのルールに関する事項 

 （４）跡地利用スケジュールに関する事項 

 （５）持続的なまちづくりの推進に関する事項 

 （６）その他跡地利用に関する事項 

 

（設置期限） 

第４条 協議会の設置期限は２年とする。但し、組織の改組・改編を含む設置期限の延長を妨げ

ない。 

 

（構成） 

第５条 協議会の委員は、学識経験者、地域住民代表、経済界、その他関係機関等で構成するも

のとし、別表１に掲げるとおりとする。 

 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

２ 委員が、人事異動等により、任期の途中で、委員を務められなくなった場合には、その委

員の所属する組織体より後任を選定し、その旨協議会に届け出ることにより、変更できるもの

とする。 

 

（委員長と副委員長） 

第７条 協議会には、委員長及び副委員長を置く。 

 ２ 委員長は、委員の互選により選任する。 

 ３ 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。 

 ４ 副委員長は、委員長の指名により選任する。  

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは副委員長が

その職務を代行する。 

 

資料２ 



（開催） 

第８条 協議会は、委員長が必要と認めたときに、開催する。 

 

（招集と会議） 

第９条 協議会は委員長が招集し、委員長が会議の進行にあたる。 

 ２ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明または意見を聴くこ

とができる。 

 

（会議の公開） 

第１０条 会議は原則公開とする。ただし、会議における審議内容が、福岡市情報公開条例第７

条各号に掲げる情報（非公開情報）に関するものであるとき、または、会議を公開することに

より、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは、この限りではない。 

２ 会議の傍聴に係る手続きその他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（作業部会） 

第１１条 協議会での協議事項の具体化のため、より円滑に連絡・調整を行うことを目的として、

協議会に各号に掲げる作業部会を置くこととする。 

（１）まちづくりマネジメント部会 

（２）まちづくりルール部会 

（３）歴史と緑の継承部会 

２ 作業部会は、協議会の委員のうちから、委員長が指名する委員及び学識経験者をもって組

織する。 

３ 作業部会の部会長は委員長が兼ねる。 

４ 作業部会は、部会長が招集する。 

５ 作業部会の会議は原則非公開とする。 

６ 作業部会は、その結果を協議会に報告する。 

 

（事務局） 

第１２条 事務局は、別表２に掲げる九州大学と福岡市が共同でこれにあたる。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会（作業部会を含む）の運営に関し必要な事項は

委員長が定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２５年７月５日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年７月３日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年６月２３日から施行する。 



別表１ 

委員 

 

委員 所属、役職等 

坂井 猛 九州大学 大学院 教授（都市計画、都市設計、景観設計） 

出口 敦 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 教授 

塚原 健一 九州大学 大学院 教授（都市・地域計画、地域防災計画） 

辰巳 浩 福岡大学 工学部社会デザイン工学科 教授（交通計画・都市計画） 

箱嶋 次雄  箱崎校区自治協議会代表 

馬場 公司 東箱崎校区団体協議会代表 

徳久 弘 筥松校区自治協議会代表 

三宅 勝彦 松島校区自治協議会代表 

松田 美幸 福岡地域戦略推進協議会  

平井 彰 一般社団法人九州経済連合会 常務理事 

中芝 督人 福岡商工会議所 理事・事務局長 

水木 祐一 株式会社日本政策投資銀行 九州支店 企画調査課長 

財津 勝記 独立行政法人都市再生機構 九州支社 都市再生業務部長 

松本 悟 福岡県 建築都市部長 

小西 眞弓 福岡市 東区長 

光山 裕朗 福岡市 住宅都市局長 

堀池 幸浩 九州大学 企画部長 

 

 

 

 

別表２ 

 

事務局 

 

九州大学 企画部 統合移転推進課 

九州大学 統合移転事業推進室 跡地処分推進プロジェクトチーム 

福岡市 住宅都市局  跡地活用推進部  九大跡地計画課 

 


